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中小企業の
優れた商品を
認定します！！

● 農薬散布ドローン
● 掃除いらずで噴付可能な防錆塗料
● ECOに配慮した古紙製ハンガー
● 移動可能な浄水装置
● 小中学生の対話を促進するオンラインツール
● 展示会木工ブースのWEB注文サービス  等

導入商品例に限らず、様々な
新製品及び新役務（サービス）を大募集しています！

過去の導入商品例

募集！
募集締切7
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千葉市トライアル発注認定事業とは
市内の中小企業等が開発し、製造又は提供する優れた新製品（物品）及び新役務（サービス）を千葉市が
認定し、積極的にPRを行うことなどによって販路開拓を支援するとともに、認定商品の一部を市が試験的
に購入し評価する制度です。詳細は裏面参照。

千葉市  トライアル発注



　以下の要件をすべて満たす方が対象になります。
（１）市内に実質的な主たる事業所を有する中小企業者。
（２）市税の滞納がない者。
（３）千葉市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団

若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
（４）申請から認定の期間において、千葉市物品等入札参加

資格者指名停止措置要領に基づく入札参加資格の停
止措置を受けていない者又は措置要件に該当していな
い者であること。

　「千葉市トライアル発注認定事業認定申請書」に添付書類
を添えて、提出先に郵送又は直接持参により提出してくだ
さい。（ファックス、電子メールでは受付いたしません。）

〒260-8722　千葉市中央区千葉港1番1号　千葉市 経済農政局 経済部 産業支援課
電話 043-245-5284　FAX 043-245-5590　E-mail ： sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp
お問い合わせいただければ、市の担当者がご説明に伺うことも可能です。
お気軽にお問い合わせください。

【提出先・お問い合わせ先】

千葉市トライアル発注認定事業の概要

対象者

応募方法

スケジュール

　以下の要件をすべて満たすものとします。
　ただし、食品、医薬品、医薬部外品、化粧品、農薬、工事に
おける工法及び技術、申請時点で販売を開始していない商
品並びに過去に申請した実績がある同一商品は除きます。
（１）自ら開発し、千葉市内で自らの製品として製造又は販

売する製品、役務の主たる部分を自ら提供する役務で
あること。

（２）申請時において、販売開始からおおむね５年以内である
こと。

（３）市場性が見込まれる製品、役務であること。
（４）新規性・独自性・優位性等がある製品・役務であること。

対象となる商品

●認定された新商品等（新製品又は新役務）は、千葉市の
ホームページへの掲載、認定商品カタログの作成、認定
商品のＰＲ動画作成、見本市等への出展支援など、市が
広く販路開拓の支援を行います。　
●認定期間中、千葉市が認定商品を競争入札制度によら
ない随意契約で購入することができます。
※認定が新商品等の購入を約束するものではありません。
※市と随意契約できるのは、千葉市トライアル発注認定
事業の認定事業者として認定された事業者です。代理
店等とは随意契約できません。

認定のメリット

※申請書様式は、千葉市ホームページから
　ダウンロードできます。
（https://www.city.chiba.jp/keizainosei/
 keizai/sangyo/trial.html）

※日程については状況により変更する場合があります。
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千葉市トライアル発注認定事業の概要

締切り：7月31日(水)※必着

8月中旬

9月初旬

9月下旬

11月下旬

認定期間終了まで

認定申請書等提出締切

一次審査(書類審査)

二次審査(書類審査)

最終審査(プレゼンテーション審査)

市による認定商品のPR、
 一部の認定商品の導入・評価

認定事業者の決定及び
   認定商品の公表


